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(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおいて端末の下りリンク制
御チャネルをモニタリングする方法及び装置を提供する
。
【解決手段】動的下りリンクサブフレーム（Ｆｌｅｘｉ
ｂｌｅ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）上で下
りリンク制御チャネルをモニタリングするステップを有
し、動的下りリンクサブフレームは、参照上りリンク－
下りリンク設定（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ＵＬ－ＤＬ ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって構成された上りリン
クサブフレームが、下りリンク通信のために再設定され
ており、参照上りリンク－下りリンク設定は、第１セル
に対して設定された第１上りリンク－下りリンク設定及
び第２セルに対して設定された第２上りリンク－下りリ
ンク設定の組合せによって構成され、第１上りリンク－
下りリンク設定及び前記第２上りリンク－下りリンク設
定は、無線リソースの用途変更可能に構成されたことを
特徴とする。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて端末の下りリンク制御チャネルをモニタリングする方法であ
って、
　動的下りリンクサブフレーム（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍ
ｅ）上で下りリンク制御チャネルをモニタリングするステップを有し、
　前記動的下りリンクサブフレームは、参照上りリンク－下りリンク設定（Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ ＵＬ－ＤＬ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって構成された上りリンクサブフ
レームが、下りリンク通信のために再設定されており、
　前記参照上りリンク－下りリンク設定は、第１セルに対して設定された第１上りリンク
－下りリンク設定、及び第２セルに対して設定された第２上りリンク－下りリンク設定の
組合せによって構成され、
　前記第１上りリンク－下りリンク設定及び前記第２上りリンク－下りリンク設定は、無
線リソースの用途変更可能に構成された、下りリンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項２】
　前記動的下りリンクサブフレームは、セル－特定参照信号（Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）ベースの送信モードのみを支援する、請求項１
に記載の下りリンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項３】
　前記動的下りリンクサブフレームは、最初のＯＦＤＭシンボルが、向上した下りリンク
制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）のために割り当てられた、請求項１に記載の下りリンク制
御チャネルモニタリング方法。
【請求項４】
　前記第１及び第２上りリンク－下りリンク設定は、互いに異なる向上した下りリンク制
御チャネルセット（ＥＰＤＣＣＨ　ｓｅｔ）と連動（ｌｉｎｋ）した、請求項１に記載の
下りリンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項５】
　前記動的下りリンクサブフレームは、前記第１及び第２上りリンク－下りリンク設定の
うち、前記動的下りリンクサブフレームに対応する時点に下りリンク通信として設定され
た上りリンク－下りリンク設定とＱＣＬ（Ｑｕａｓｉ　Ｃｏ－Ｌｏｃａｔｉｏｎ）を有す
る特定ＥＰＤＣＣＨセットをモニタリングするように設定された、請求項４に記載の下り
リンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項６】
　前記動的下りリンクサブフレームを示す情報を含む再設定メッセージを受信するステッ
プをさらに有し、
　前記再設定メッセージは、物理的チャネルシグナルを用いて受信される、請求項１に記
載の下りリンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項７】
　前記動的下りリンクサブフレームは、共通参照信号（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）が送信されないように設定された、請求項１に記載の下りリ
ンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項８】
　前記動的下りリンクサブフレームは、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が設定された、請求項１
に記載の下りリンク制御チャネルモニタリング方法。
【請求項９】
　無線通信システムにおいて下りリンク制御チャネルをモニタリングする端末であって、
　無線周波数ユニット（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｕｎｉｔ）と、
　プロセッサと、
を備え、



(3) JP 2016-509395 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

　前記プロセッサは、動的下りリンクサブフレーム（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）上で下りリンク制御チャネルをモニタリングするように構成され
、
　前記動的下りリンクサブフレームは、参照上りリンク－下りリンク設定（Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ ＵＬ－ＤＬ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって構成された上りリンクサブフ
レームが、下りリンク通信のために再設定されており、
　前記参照上りリンク－下りリンク設定は、第１セルに対して設定された第１上りリンク
－下りリンク設定及び第２セルに対して設定された第２上りリンク－下りリンク設定の組
合せによって構成され、
　前記第１上りリンク－下りリンク設定及び前記第２上りリンク－下りリンク設定は、無
線リソースの用途変更可能に構成された、端末。
【請求項１０】
　前記動的下りリンクサブフレームは、セル－特定参照信号（Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）ベースの送信モードのみを支援する、請求項９
に記載の端末。
【請求項１１】
　前記動的下りリンクサブフレームは、最初のＯＦＤＭシンボルが、向上した下りリンク
制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）のために割り当てられた、請求項９に記載の端末。
【請求項１２】
　前記第１及び第２上りリンク－下りリンク設定は、互いに異なる向上した下りリンク制
御チャネルセット（ＥＰＤＣＣＨ　ｓｅｔ）と連動（ｌｉｎｋ）した、請求項９に記載の
端末。
【請求項１３】
　前記動的下りリンクサブフレームは、前記第１及び第２上りリンク－下りリンク設定の
うち、前記動的下りリンクサブフレームに対応する時点に下りリンク通信として設定され
た上りリンク－下りリンク設定とＱＣＬ（Ｑｕａｓｉ　Ｃｏ－Ｌｏｃａｔｉｏｎ）を有す
る特定ＥＰＤＣＣＨセットをモニタリングするように設定された、請求項１２に記載の端
末。
【請求項１４】
　前記プロセッサはさらに、前記動的下りリンクサブフレームを示す情報を含む再設定メ
ッセージを受信するように構成され、
　前記再設定メッセージは、物理的チャネルシグナルを用いて受信される、請求項９に記
載の端末。
【請求項１５】
　前記動的下りリンクサブフレームは、共通参照信号（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）が送信されないように設定された、請求項９に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおいて下りリンク制御
チャネルモニタリング方法及びそのための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明を適用できる無線通信システムの一例として、３ＧＰＰ ＬＴＥ（３ｒｄ　Ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ；以下、「ＬＴＥ」という。）通信システムについて概略的に説明する
。
【０００３】
　図１は、無線通信システムの一例としてＥ－ＵＭＴＳネットワーク構造を概略的に示す
図である。Ｅ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
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ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、既存のＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）から進展
したシステムであり、現在３ＧＰＰで基礎的な標準化作業が進行中である。一般に、Ｅ－
ＵＭＴＳをＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムと呼ぶこともで
きる。ＵＭＴＳ及びＥ－ＵＭＴＳの技術規格（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ）の詳細な内容はそれぞれ、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏ
ｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ」のＲｅｌｅａｓｅ ７及びＲｅｌｅ
ａｓｅ ８を参照することができる。
【０００４】
　図１を参照すると、Ｅ－ＵＭＴＳは、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）、
基地局（ｅＮｏｄｅＢ：ｅＮＢ）、及びネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）の終端に位置し
て外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ：
ＡＧ）を含んでいる。基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャストサービス及
び／又はユニキャストサービスのために多重データストリームを同時に送信することがで
きる。
【０００５】
　一つの基地局には一つ以上のセルが存在する。セルは、１．４４、３、５、１０、１５
、２０ＭＨｚなどの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サ
ービスを提供する。異なったセルは、互いに異なった帯域幅を提供するように設定するこ
とができる。基地局は、複数の端末に関するデータ送受信を制御する。下りリンク（Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ：ＤＬ）データについて、基地局は、下りリンクスケジューリング情報を送
信し、該当の端末にデータが送信される時間／周波数領域、符号化、データサイズ、ＨＡ
ＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　ｒｅＱｕｅｓｔ）関
連情報などを知らせる。また、上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）データについて、基地
局は、上りリンクスケジューリング情報を該当の端末に送信し、該当の端末が使用可能な
時間／周波数領域、符号化、データサイズ、ＨＡＲＱ関連情報などを知らせる。基地局同
士の間には、ユーザトラフィック又は制御トラフィックの送信のためのインターフェース
を用いることができる。コアネットワーク（Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＣＮ）は、ＡＧ
、及び端末のユーザ登録などのためのネットワークノードなどで構成することができる。
ＡＧは、複数のセルで構成されるＴＡ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位に端末の移動
性を管理する。
【０００６】
　無線通信技術は、ＷＣＤＭＡに基づいてＬＴＥまで開発されているが、ユーザと事業者
の要求と期待は増す一方である。その上、他の無線接続技術の開発が続いており、将来、
競争力を持つためには新しい技術進化が要求される。ビット当たりのコストの削減、サー
ビス可用性の増大、柔軟な周波数バンドの使用、単純構造と開放型インターフェース、端
末の適度な電力消耗などが要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、無線通信システムにおいて下りリンク制御チャネルをモニタリングす
る方法及びそのための装置を提供することにある。
【０００８】
　本発明で遂げようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及していな
い他の技術的課題は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した問題点を解決するための本発明の一様相である、無線通信システムにおいて端
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末の下りリンク制御チャネルをモニタリングする方法は、動的下りリンクサブフレーム（
Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）上で下りリンク制御チャネル
をモニタリングするステップを有し、前記動的下りリンクサブフレームは、参照上りリン
ク－下りリンク設定（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ＵＬ－ＤＬ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）に
よって構成された上りリンクサブフレームが、下りリンク通信のために再設定されており
、前記参照上りリンク－下りリンク設定は、第１セルに対して設定された第１上りリンク
－下りリンク設定及び第２セルに対して設定された第２上りリンク－下りリンク設定の組
合せによって構成され、前記第１上りリンク－下りリンク設定及び前記第２上りリンク－
下りリンク設定は、無線リソースの用途変更可能に構成されたことを特徴とする。
【００１０】
　さらに、前記動的下りリンクサブフレームは、セル－特定参照信号（Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）ベースの送信モードのみを支援するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　さらに、前記動的下りリンクサブフレームは、最初のＯＦＤＭシンボルが、向上した下
りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）のために割り当てられたことを特徴とする。
【００１２】
　さらに、前記第１及び第２上りリンク－下りリンク設定は、互いに異なる向上した下り
リンク制御チャネルセット（ＥＰＤＣＣＨ　ｓｅｔ）と連動（ｌｉｎｋ）したことを特徴
とする。さらに、前記動的下りリンクサブフレームは、前記第１及び第２上りリンク－下
りリンク設定のうち、前記動的下りリンクサブフレームに対応する時点に下りリンク通信
として設定された上りリンク－下りリンク設定とＱＣＬ（Ｑｕａｓｉ　Ｃｏ－Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ）を有する特定ＥＰＤＣＣＨセットをモニタリングするように設定されたことを特
徴とする。
【００１３】
　上記方法は、前記動的下りリンクサブフレームを示す情報を含む再設定メッセージを受
信するステップをさらに含み、前記再設定メッセージは、物理的チャネルシグナルを用い
て受信されることを特徴とする。
【００１４】
　さらに、前記動的下りリンクサブフレームは、共通参照信号（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ：ＣＲＳ）が送信されないように設定されたことを特徴とする
。
【００１５】
　さらに、前記動的下りリンクサブフレームは、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が設定されたこ
とを特徴とする。
【００１６】
　上述した問題点を解決するための本発明の一様相である、無線通信システムにおいて下
りリンク制御チャネルをモニタリングする端末は、無線周波数ユニット（Ｒａｄｉｏ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｕｎｉｔ）と、プロセッサとを備え、前記プロセッサは、動的下りリ
ンクサブフレーム（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）上で下り
リンク制御チャネルをモニタリングするように構成され、前記動的下りリンクサブフレー
ムは、参照上りリンク－下りリンク設定（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ＵＬ－ＤＬ ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）によって構成された上りリンクサブフレームが、下りリンク通信のため
に再設定されており、前記参照上りリンク－下りリンク設定は、第１セルに対して設定さ
れた第１上りリンク－下りリンク設定及び第２セルに対して設定された第２上りリンク－
下りリンク設定の組合せによって構成され、前記第１上りリンク－下りリンク設定及び前
記第２上りリンク－下りリンク設定は、無線リソースの用途変更可能に構成されたことを
特徴とする。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明によれば、無線通信システムにおいてシステム負荷によって無線リソースを動的
に変更する場合に、下りリンク制御チャネルを効率的にモニタリングすることができる。
【００１８】
　本発明で得られる効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果
は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】無線通信システムの一例としてＥ－ＵＭＴＳネットワーク構造を示す。
【図２】３ＧＰＰ無線接続網規格に基づく端末とＥ－ＵＴＲＡＮ間の無線インターフェー
スプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のコントロールプ
レーン（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）及びユーザプレーン（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ）の
構造を示す。
【図３】３ＧＰＰ ＬＴＥシステムに用いられる物理チャネル及びそれらを用いた一般的
な信号伝送方法を示す。
【図４】ＬＴＥシステムで用いられる無線フレームの構造を示す。
【図５】下りリンクスロットのリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を示す
。
【図６】下りリンクサブフレームの構造を例示する。
【図７】ＬＴＥで用いられる上りリンクサブフレームの構造を示す。
【図８】ＣｏＭＰを行う一例を示す。
【図９】ＴＤＤシステム上で、無線リソースを動的に変更する場合を示す。
【図１０】本発明の好適な一実施例に係る下りリンク制御チャネルモニタリング方法を示
す。
【図１１】本発明の実施例に適用可能な基地局及びユーザ機器を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本
発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような様々
な無線接続システムに用いることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無
線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）によって具現することができる。ＴＤＭＡ
は、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）のような無線技術によって具現することができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ 
８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ ８０２
－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術によって具現
することができる。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔ
ｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ
　ＵＭＴＳ）の一部であり、下りリンクでＯＦＤＭＡを採用し、上りリンクでＳＣ－ＦＤ
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ＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ ＬＴＥの進化したバー
ジョンである。
【００２１】
　説明を明確にするために、３ＧＰＰ ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明
の技術的思想がこれに制限されるわけではない。また、以下の説明で使われる特定用語は
、本発明の理解を助けるために提供されるものであり、このような特定用語の使用は、本
発明の技術的思想から逸脱しない範囲で他の形態に変更することもできる。
【００２２】
　図２は、３ＧＰＰ無線接続網規格に基づく端末とＥ－ＵＴＲＡＮ間の無線インターフェ
ースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）のコントロール
プレーン（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）及びユーザプレーン（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ）
の構造を示す図である。コントロールプレーンは、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
：ＵＥ）とネットワークが呼を管理するために用いる制御メッセージが送信される通路を
意味する。ユーザプレーンは、アプリケーション層で生成されたデータ、例えば、音声デ
ータ又はインターネットパケットデータなどが送信される通路を意味する。
【００２３】
　第１層である物理層は、物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて
上位層に情報伝送サービス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）を提供する。物理層は上位にある媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ）層とは伝送チャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して接続
されている。この伝送チャネルを介して媒体接続制御層と物理層間にデータが移動する。
送信側の物理層と受信側の物理層間は、物理チャネルを介してデータが移動する。この物
理チャネルは、時間と周波数を無線リソースとして用いる。具体的には、物理チャネルは
、下りリンクでＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式で変調され、上りリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ
（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式で変調される。
【００２４】
　第２層の媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＭＡＣ）層は
、論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して上位層である無線リンク制
御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＬＣ）層にサービスを提供する。第２層
のＲＬＣ層は、信頼性あるデータ送信を支援する。ＲＬＣ層の機能は、ＭＡＣ内部の機能
ブロックとして具現することもできる。第２層のＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃ
ｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層は、帯域幅の狭い無線インターフェースで
ＩＰｖ４やＩＰｖ６のようなＩＰパケットを効率的に送信するために不要の制御情報を減
らすヘッダー圧縮（Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）機能を果たす。
【００２５】
　第３層の最下部に位置している無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）層は、コントロールプレーンでのみ定義される。ＲＲＣ層は、無
線ベアラー（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ：ＲＢ）の設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
、再設定（Ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）及び解除（Ｒｅｌｅａｓｅ）と関連して
論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。ＲＢは、端末とネット
ワーク間のデータ伝達のために第２層によって提供されるサービスを意味する。そのため
に、端末とネットワークのＲＲＣ層は互いにＲＲＣメッセージを交換する。端末とネット
ワークのＲＲＣ層間にＲＲＣ接続（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）がある場合、端末はＲ
ＲＣ接続状態（Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｍｏｄｅ）であり、そうでない場合、ＲＲＣ休止状
態（Ｉｄｌｅ　Ｍｏｄｅ）である。ＲＲＣ層の上位にあるＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ
　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セッション管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と
移動性管理（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を果たす。
【００２６】
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　基地局（ｅＮＢ）を構成する一つのセルは、１．４、３、５、１０、１５、２０ＭＨｚ
などの帯域幅のいずれか一つに設定され、複数の端末に下り又は上り送信サービスを提供
する。異なったセルは異なった帯域幅を提供するように設定することができる。
【００２７】
　ネットワークから端末にデータを送信する下り伝送チャネルは、システム情報を送信す
るＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ページングメッセージを送信するＰ
ＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ユーザトラフィックや制御メッセージを送信す
る下りＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。下りマルチキャスト又は放
送サービスのトラフィック又は制御メッセージの場合、下りＳＣＨを介して送信されても
よく、又は別の下りＭＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して送信されて
もよい。一方、端末からネットワークにデータを送信する上り伝送チャネルには、初期制
御メッセージを送信するＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ユ
ーザトラフィックや制御メッセージを送信する上りＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）がある。伝送チャネルの上位に位置しており、伝送チャネルにマップされる論理チャ
ネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）には、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）、ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（Ｍｕｌ
ｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔ
ｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。
【００２８】
　図３は、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムに用いられる物理チャネル及びそれらを用いた一般
的な信号送信方法を説明するための図である。
【００２９】
　電源が消えた状態で電源がついたり、新しくセルに進入したりしたユーザ機器は、段階
Ｓ３０１で、基地局と同期を取るなどの初期セル探索（Ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｅｌｌ　ｓｅ
ａｒｃｈ）作業を行う。そのために、ユーザ機器は基地局から１次同期チャネル（Ｐｒｉ
ｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ、Ｐ－ＳＣＨ）及び２次同
期チャネル（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ、
Ｓ－ＳＣＨ）を受信して基地局と同期を取り、セルＩＤなどの情報を取得する。その後、
ユーザ機器は、基地局から物理放送チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）を受信してセル内放送情報を取得することができる。一方、ユーザ機器
は、初期セル探索段階で下りリンク参照信号（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ：ＤＬ ＲＳ）を受信して下りリンクチャネル状態を確認することができる
。
【００３０】
　初期セル探索を終えたユーザ機器は、段階Ｓ３０２で、物理下りリンク制御チャネル（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＣＣＨ）
、及び物理下りリンク制御チャネル情報に基づく物理下りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＳＣＨ）を受信し
、より具体的なシステム情報を取得することができる。
【００３１】
　その後、ユーザ機器は、基地局への接続を完了するために、段階Ｓ３０３乃至段階Ｓ３
０６のようなランダムアクセス手順（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
）を行うことができる。そのために、ユーザ機器は、物理ランダムアクセスチャネル（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＲＡＣＨ）を介して
プリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）を送信し（Ｓ３０３）、物理下りリンク制御チャネル
及びこれに対応する物理下りリンク共有チャネルを介して、プリアンブルに対する応答メ
ッセージを受信することができる（Ｓ３０４）。競合ベースランダムアクセスの場合、更
なる物理ランダムアクセスチャネルの送信（Ｓ３０５）、及び物理下りリンク制御チャネ
ル及びこれに対応する物理下りリンク共有チャネルの受信（Ｓ３０６）のような衝突解決
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手順（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行うこと
ができる。
【００３２】
　上述したような手順を行ったユーザ機器は、その後、一般的な上りリンク／下りリンク
信号送信手順として、物理下りリンク制御チャネル／物理下りリンク共有チャネルの受信
（Ｓ３０７）及び物理上りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＵＳＣＨ）／物理上りリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＵＣＣＨ）の送信（Ｓ３０８
）を行うことができる。ユーザ機器が基地局に送信する制御情報を総称して上りリンク制
御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＵＣＩ）という。Ｕ
ＣＩは、ＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａ
ｔ　ａｎｄ　ｒｅＱｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ－Ａ
ＣＫ）、ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓ
ｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）などを含む。本明細書で、ＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫは簡単に、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ或いはＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ａ／Ｎ）と呼ぶ。ＨＡＲＱ－
ＡＣＫは、ポジティブＡＣＫ（簡単に、ＡＣＫ）、ネガティブＡＣＫ（ＮＡＣＫ）、ＤＴ
Ｘ及びＮＡＣＫ／ＤＴＸのうち少なくとも一つを含む。ＣＳＩは、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉ
ｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）などを含む。ＵＣ
Ｉは、一般にはＰＵＣＣＨを介して送信されるが、制御情報とトラフィックデータとが同
時に送信されるべき場合にはＰＵＳＣＨを介して送信されてもよい。また、ネットワーク
の要求／指示に応じて、ＰＵＳＣＨを介してＵＣＩを非周期的に送信することもできる。
【００３３】
　図４は、ＬＴＥシステムで用いられる無線フレームの構造を例示する図である。
【００３４】
　図４を参照すると、セルラーＯＦＤＭ無線パケット通信システムにおいて、上りリンク
／下りリンクデータパケット送信はサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）単位になされ、１
サブフレームは、複数のＯＦＤＭシンボルを含む一定時間区間と定義される。３ＧＰＰ 
ＬＴＥ標準では、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適
用可能なタイプ１無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）構造、及びＴＤＤ（Ｔｉｍｅ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ２の無線フレーム構造を支援す
る。
【００３５】
　図４の（ａ）は、タイプ１無線フレームの構造を例示する。下りリンク無線フレーム（
ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成され、
１サブフレームは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で２個のスロット（ｓｌｏｔ）
で構成される。１サブフレーム）を送信するためにかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）という。例えば、１サブフレームの長さを１
ｍｓ、１スロットの長さを０．５ｍｓとすることができる。１スロットは時間領域で複数
のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域で複数のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｂｌｏｃｋ：ＲＢ）を含む。３ＧＰＰ ＬＴＥシステムでは下りリンクでＯＦＤＭＡが用
いられるため、ＯＦＤＭシンボルが１シンボル区間を表す。ＯＦＤＭシンボルは、ＳＣ－
ＦＤＭＡシンボル又はシンボル区間と呼ぶこともできる。リソース割当て単位としてのリ
ソースブロック（ＲＢ）は、１スロットで複数個の連続した副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉ
ｅｒ）を含むことができる。
【００３６】
　１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）
の構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって変更可能とすることができる。ＣＰには
、拡張されたＣＰ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）と標準ＣＰ（ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ）がある
。例えば、ＯＦＤＭシンボルが標準ＣＰによって構成された場合、１スロットに含まれる
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ＯＦＤＭシンボルの数は７個であってよい。ＯＦＤＭシンボルが拡張されたＣＰによって
構成された場合、１ ＯＦＤＭシンボルの長さが増加することから、１スロットに含まれ
るＯＦＤＭシンボルの数は、標準ＣＰの場合に比べて少ない。拡張されたＣＰの場合、例
えば、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は６個であってもよい。ユーザ機器が
速い速度で移動するなどしてチャネル状態が不安定な場合、シンボル間干渉をより減らす
ために、拡張されたＣＰを用いることができる。
【００３７】
　標準ＣＰが用いられる場合、１スロットは７ ＯＦＤＭシンボルを含むため、１サブフ
レームは１４ ＯＦＤＭシンボルを含む。このとき、各サブフレームの先頭における最大
３個のＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当て、残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当てることが
できる。
【００３８】
　図４の（ｂ）は、タイプ２無線フレームの構造を例示する。タイプ２無線フレームは、
２個のハーフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）で構成され、各ハーフフレームは、２個
のスロットを含む４個の一般サブフレームと、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏ
ｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）、保護区間（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ、ＧＰ）及びＵｐＰＴ
Ｓ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）を含む特別サブフレーム（ｓｐｅ
ｃｉａｌ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）とで構成される。
【００３９】
　特別サブフレームにおいて、ＤｗＰＴＳは、ユーザ機器における初期セル探索、同期化
又はチャネル推定に用いられる。ＵｐＰＴＳは、基地局におけるチャネル推定とユーザ機
器の上りリンク送信同期の獲得に用いられる。すなわち、ＤｗＰＴＳは下りリンク送信に
、ＵｐＰＴＳは上りリンク送信に用いられ、特に、ＵｐＰＴＳはＰＲＡＣＨプリアンブル
やＳＲＳ送信のために用いられる。また、保護区間は、上りリンクと下りリンクの間に下
りリンク信号の多重経路遅延によって上りリンクで生じる干渉を除去するための区間であ
る。
【００４０】
　上記の特別サブフレームに関して現在３ＧＰＰ標準文書では下記の表１のように設定を
定義している。表１でＴＳ＝１／（１５０００×２０４８）の場合に、ＤｗＰＴＳとＵｐ
ＰＴＳを示しており、残りの領域が保護区間として設定される。
【００４１】
【表１】
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【００４２】
　一方、タイプ２無線フレームの構造、すなわち、ＴＤＤシステムにおいて上りリンク／
下りリンクサブフレーム設定（ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）は、下記の表
２のとおりである。
【００４３】
【表２】

【００４４】
　上記の表２で、Ｄは下りリンクサブフレーム、Ｕは上りリンクサブフレームを表し、Ｓ
は特別サブフレームを意味する。また、上記の表２では、それぞれの上りリンク／下りリ
ンクサブフレーム設定において下りリンク－上りリンクスイッチング周期も表している。
【００４５】
　上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの
数、サブフレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるシンボルの数は様々
に変更されてもよい。
【００４６】
　図５は、下りリンクスロットのリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を例
示する。
【００４７】
　図５を参照すると、下りリンクスロットは、時間領域でＮＤＬ

ｓｙｍｂＯＦＤＭシンボ
ルを含み、周波数領域でＮＤＬ

ＲＢリソースブロックを含む。それぞれのリソースブロッ
クがＮＲＢ

ｓｃ副搬送波を含むので、下りリンクスロットは、周波数領域でＮＤＬ
ＲＢ×

ＮＲＢ
ｓｃ副搬送波を含む。図５は、下りリンクスロットが７ ＯＦＤＭシンボルを含み

、リソースブロックが１２副搬送波を含むと例示しているが、必ずしもこれに制限されな
い。例えば、下りリンクスロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの個数はサイクリックプレ
フィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ：ＣＰ）の長さによって変形されてもよい。
【００４８】
　リソースグリッド上の各要素をリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ：Ｒ
Ｅ）といい、１つのリソース要素は、１つのＯＦＤＭシンボルインデックス及び１つの副
搬送波インデックスで示される。１つのＲＢは、ＮＤＬ

ｓｙｍｂ×ＮＲＢ
ｓｃリソース要

素で構成されている。下りリンクスロットに含まれるリソースブロックの数（ＮＤＬ
ＲＢ

）は、セルで設定される下りリンク送信帯域幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に従属する。
【００４９】
　図６は、下りリンクサブフレームの構造を例示する。
【００５０】
　図６を参照すると、サブフレームの第１スロットにおいて先頭における最大３（４）個
のＯＦＤＭシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。残りのＯＦ
ＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）が割り当てられるデータ領域に該当する。ＬＴＥで用いられる下りリンク
制御チャネルの例は、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ
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　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂｒ
ｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などを含む。ＰＣＦＩＣＨは、サ
ブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレーム内で制御チャネルの送信
に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を運ぶ。ＰＨＩＣＨは、上りリンク送
信に対する応答としてＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－
ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を運ぶ。
【００５１】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と称する。ＤＣＩは、ユーザ機器又はユーザ機器グループの
ためのリソース割当て情報及び他の制御情報を含む。例えば、ＤＣＩは、上りリンク／下
りリンクスケジューリング情報、上りリンク送信（Ｔｘ）電力制御命令などを含む。
【００５２】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンク共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ：ＤＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当て情報、上りリンク共有チ
ャネル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマ
ット及びリソース割当て情報、ページングチャネル（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ：Ｐ
ＣＨ）上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で送信される
ランダムアクセス応答のような上位層制御メッセージのリソース割当て情報、ユーザ機器
グループ内の個別ユーザ機器に対する送信電力制御命令セット、送信電力制御命令、Ｖｏ
ＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）の活性化指示情報などを運ぶ。複数のＰＤＣＣＨが
制御領域内で送信されてもよく、ユーザ機器は、複数のＰＤＣＣＨをモニタすることがで
きる。ＰＤＣＣＨは、１つ又は複数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＣＣＥ）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で送信され
る。ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するた
めに用いられる論理的割当てユニットである。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ：ＲＥＧ）に対応する。ＰＤＣＣＨのフ
ォーマット及びＰＤＣＣＨビットの個数はＣＣＥの個数によって決定される。基地局は、
ユーザ機器に送信されるＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御情報にＣ
ＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）を付加する。ＣＲＣは、ＰＤ
ＣＣＨの所有者又は使用目的によって識別子（例、ＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ））でマスクされる。例えば、ＰＤＣＣ
Ｈが特定ユーザ機器のためのものであれば、該当のユーザ機器の識別子（例、ｃｅｌｌ－
ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ））でＣＲＣをマスクすることができる。ＰＤＣＣＨがページン
グメッセージのためのものであれば、ページング識別子（例、ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ（
Ｐ－ＲＮＴＩ））でＣＲＣをマスクすることができる。ＰＤＣＣＨがシステム情報（より
具体的に、システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ
、ＳＩＢ））のためのものであれば、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ＲＮＴＩ）でＣＲＣをマスクすることができる。ＰＤＣＣＨがランダムアクセス
応答のためのものであれば、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）
でＣＲＣをマスクすることができる。
【００５３】
　図７は、ＬＴＥで用いられる上りリンクサブフレームの構造を例示する。
【００５４】
　図７を参照すると、上りリンクサブフレームは複数（例、２個）のスロットを含む。ス
ロットはＣＰ長によって互いに異なる数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含むことができる。
上りリンクサブフレームは、周波数領域でデータ領域と制御領域と区別される。データ領
域はＰＵＳＣＨを含み、音声などのデータ信号を送信するために用いられる。制御領域は
ＰＵＣＣＨを含み、上りリンク制御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍ
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ａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）を送信するために用いられる。ＰＵＣＣＨは、周波数軸においてデ
ータ領域の両端部に位置しているＲＢ対（ＲＢ　ｐａｉｒ）を含み、スロットを境界にホ
ップする。
【００５５】
　ＰＵＣＣＨは、次の制御情報を送信するために用いることができる。
【００５６】
　－　ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：ＵＬ－ＳＣＨリソースを要求す
るために用いる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式で送信される。
【００５７】
　－　ＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：ＰＤＳＣＨ上の下りリンクデータパケットに対する
応答信号である。下りリンクデータパケットが成功的に受信されたか否かを示す。単一の
下りリンクコードワードに対する応答として１ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信され、２
つの下りリンクコードワードに対する応答として２ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信され
る。
【００５８】
　－　ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）：下りリンクチ
ャネルに対するフィードバック情報である。ＣＳＩは、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含み、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）関連フィードバック情報は、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、Ｐ
ＴＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などを含む。サブフレーム
当たり２０ビットが用いられる。
【００５９】
　ユーザ機器がサブフレームで送信できる制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報送信に利
用可能なＳＣ－ＦＤＭＡの個数に依存する。制御情報送信に利用可能なＳＣ－ＦＤＭＡは
、サブフレームにおいて参照信号送信のためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル除いた残りのＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルを意味し、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）が設定されたサブフレームでは、サブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル
も除く。参照信号は、ＰＵＣＣＨのコヒーレント検出に用いられる。
【００６０】
　以下では、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ／Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）について説明する。
【００６１】
　ＬＴＥ－Ａ以降のシステムは、複数のセル間の協調を可能にしてシステムの性能を上げ
る方式を導入しようとしている。このような方式を、協調多重ポイント送信／受信（Ｃｏ
ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ／Ｒｅｃｅｐｔ
ｉｏｎ：ＣｏＭＰ）という。ＣｏＭＰは、特定端末と基地局、アクセス（Ａｃｃｅｓｓ）
ポイント或いはセル（Ｃｅｌｌ）との通信をより円滑にするために、２個以上の基地局、
アクセスポイント或いはセルが互いに協調して端末と通信する方式を意味する。本発明で
、基地局、アクセス、或いはセルは同じ意味で使われてもよい。
【００６２】
　一般に、周波数再使用因子（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ　ｆａｃｔｏｒ）が１で
ある多重セル環境で、セル－間干渉（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ
：ＩＣＩ）によって、セル－境界に位置している端末の性能と平均セクター収率が減少す
る。このようなＩＣＩを低減するために、既存のＬＴＥシステムでは、端末特定電力制御
を用いた部分周波数再使用（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ：
ＦＦＲ）のような単純な受動的な技法を用いて、干渉によって制限を受けた環境でセル－
境界に位置している端末に適切な収率性能を有させる方法が適用されている。しかしなが
ら、セル当たり周波数リソース使用を減少するよりは、ＩＣＩを低減したり、ＩＣＩを端
末の希望する信号として再利用したりする方が好ましいだろう。このような目的を達成す
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るために、ＣｏＭＰ送信技法を適用することができる。
【００６３】
　図８は、ＣｏＭＰを行う一例を示す。図８を参照すると、無線通信システムは、ＣｏＭ
Ｐを行う複数の基地局ＢＳ１，ＢＳ２，ＢＳ３と端末とを含む。ＣｏＭＰを行う複数の基
地局ＢＳ１，ＢＳ２，ＢＳ３は互いに協調して端末にデータを效率的に送信することがで
きる。ＣｏＭＰは、ＣｏＭＰを行う各基地局からデータ送信をするか否かによって、次の
２つの技法に大別することができる。
【００６４】
　－　ジョイントプロセシング（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）（ＣｏＭＰ　Ｊｏ
ｉｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：ＣｏＭＰ－ＪＰ）
　－　協調的スケジューリング／ビームフォーミング（ＣｏＭＰ－ＣＳ／ＣＢ、ＣｏＭＰ
　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ：ＣｏＭＰ－ＣＳ）
【００６５】
　ＣｏＭＰ－ＪＰの場合、一つの端末へのデータが、ＣｏＭＰを行う各基地局から同時に
送信され、端末は、各基地局からの信号を結合して受信性能を向上させる。すなわち、Ｃ
ｏＭＰ－ＪＰ技法は、ＣｏＭＰ協調単位のそれぞれのポイント（基地局）でデータを用い
ることができる。ＣｏＭＰ協調単位は、協調送信技法に用いられる基地局の集合を意味す
る。ＪＰ技法は、ジョイント送信（Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）技法と動的
セル選択（Ｄｙｎａｍｉｃ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）技法とに分類することがで
きる。
【００６６】
　ジョイント送信技法とは、ＰＤＳＣＨが一度に複数個のポイント（ＣｏＭＰ協調単位の
一部又は全部）から送信される技法をいう。すなわち、単一の端末に送信されるデータを
複数個の送信ポイントから同時に送信することができる。ジョイント送信技法によれば、
コヒーレントに（ｃｏｈｅｒｅｎｔｌｙ）又はノンーコヒーレントに（ｎｏｎ－ｃｏｈｅ
ｒｅｎｔｌｙ）受信信号の品質を向上させることができ、また、他の端末に対する干渉を
能動的に消去することができる。
【００６７】
　動的セル選択技法とは、ＰＤＳＣＨが一度に（ＣｏＭＰ協調単位の）一つのポイントか
ら送信される技法をいう。すなわち、特定の時点で単一の端末に送信されるデータは、一
つのポイントから送信され、その時点に、協調単位における他のポイントは当該端末にデ
ータを送信しない。当該端末にデータを送信するポイントは、動的に選択することができ
る。
【００６８】
　一方、ＣｏＭＰ－ＣＳの場合、一つの端末へのデータは、任意の瞬間に一つの基地局か
ら送信され、他の基地局による干渉が最小化するようにスケジューリング或いはビームフ
ォーミング（Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）がなされる。すなわち、ＣｏＭＰ－ＣＳ／ＣＢ技
法によれば、ＣｏＭＰ協調単位が単一端末に対するデータ送信のビームフォーミングを協
調的に行うことができる。ここで、データはサービングセルでのみ送信されるが、ユーザ
スケジューリング／ビームフォーミングは、当該ＣｏＭＰ協調単位のセルの調整によって
決定することができる。
【００６９】
　一方、上りリンクにおいて、調整（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ）多重－ポイント受信は、
地理的に離れている複数個のポイントの調整によって送信された信号を受信することを意
味する。上りリンクの場合に適用可能なＣｏＭＰ技法は、ジョイント受信（Ｊｏｉｎｔ　
Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ：ＪＲ）及び調整スケジューリング／ビームフォーミング（ｃｏｏｒ
ｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ：ＣＳ／ＣＢ）とに分
類することができる。
【００７０】
　ＪＲ技法は、ＰＵＳＣＨを介して送信された信号が複数個の受信ポイントで受信される
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ことを意味し、ＣＳ／ＣＢ技法は、ＰＵＳＣＨが一つのポイントでのみ受信されるが、ユ
ーザスケジューリング／ビームフォーミングはＣｏＭＰ協調単位のセルの調整によって決
定されることを意味する。
【００７１】
　以下では、複数のセル間の干渉について説明する。
【００７２】
　２つの基地局（例えば、基地局＃１及び基地局＃２）が隣接して配置される場合のよう
に、２つの基地局のカバレッジの一部が重なる場合、一つの基地局からサービスを受ける
端末に対して、他の基地局からの強い下りリンク信号が干渉を誘発しうる。このようにセ
ル間干渉が発生する場合に、２つの基地局間にセル間協調信号方式を用いてセル間干渉を
低減させることができる。以下に説明する本発明の様々な実施例において、互いに干渉す
る２つの基地局間に信号送受信が円滑である場合を仮定する。例えば、２つの基地局間に
送信帯域幅や時間遅延などの送信条件が良好な有／無線リンク（例えば、バックホールリ
ンク又はＵｎインターフェース）が存在し、基地局間における協調信号の送受信に対する
信頼性が高い場合を仮定する。また、２つの基地局間の時間同期（ｔｉｍｅ　ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）が許容可能な誤差範囲内で一致したり（例えば、互いに干渉する
２つの基地局の下りリンクサブフレームの境界が整列（ａｌｉｇｎ）されている場合）、
両基地局間のサブフレーム境界の差（ｏｆｆｓｅｔ）を相互明確に認識している場合を仮
定することができる。
【００７３】
　図８を再び参照すると、基地局＃１（ＢＳ＃１）は、広い領域を高い送信電力でサービ
スするマクロ基地局とし、基地局＃２（ＢＳ＃２）は、狭い領域を低い送信電力でサービ
スするマイクロ基地局（例えば、ピコ基地局）としている。図８で例示するように、基地
局＃２のセル境界地域に位置して基地局＃２からサービスを受ける端末（ＵＥ）が基地局
＃１から強い干渉を受ける場合、適切なセル間協調無しでは効果的に通信し難い。
【００７４】
　特に、低い電力を有するマイクロ基地局である基地局＃２に多数の端末を接続させるこ
とで、マクロ基地局である基地局＃１がサービスを提供する負荷（ｌｏａｄ）を分散させ
ようとする場合に、上記のようなセル間干渉の状況が発生する可能性が高い。例えば、端
末がサービング基地局を選定するとき、マイクロ基地局からの受信電力には所定の調整値
（バイアス（ｂｉａｓ）値）を加え、マクロ基地局からの受信電力には調整値を加えない
方式で、それぞれの基地局からの下りリンク信号の受信電力を計算及び比較することがで
き、その結果、端末は、最も高い下りリンク受信電力を提供する基地局をサービング基地
局として選定することができる。これによって、より多数の端末をマイクロ基地局に接続
させることができる。端末が実際に受信する下りリンク信号強度は、マクロ基地局からの
信号がより遥かに強いにもかかわらず、マイクロ基地局がサービング基地局として選ばれ
てもよく、マイクロ基地局に接続した端末はマクロ基地局からの強い干渉を経験しうる。
このような場合、マイクロ基地局の境界に位置している端末は、別のセル間協調が提供さ
れないと、マクロ基地局からの強い干渉によって正しい動作を行い難くなる。
【００７５】
　セル間干渉が存在する場合にも効果的な動作を行うために、セル間干渉が互いに発生す
る２つの基地局間に適切な協調が行わなければならず、このような協調動作を可能にする
信号を両基地局間のリンクを介して送受信することができる。この場合、セル間干渉がマ
クロ基地局とマイクロ基地局間に発生する場合には、マクロ基地局がセル間協調動作を制
御し、マイクロ基地局は、マクロ基地局が知らせる協調信号によって適切な動作を行うこ
ともできる。
【００７６】
　上記のようなセル間干渉発生状況は単なる例示に過ぎず、本発明で説明する実施例は、
上記と異なる状況でセル間干渉が発生する場合（例えば、ＣＳＧ方式のＨｅＮＢとＯＳＧ
方式のマクロ基地局間にセル間干渉が発生する場合、マイクロ基地局が干渉を誘発してマ
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クロ基地局が干渉を受ける場合、又はマイクロ基地局間に又はマクロ基地局間にセル間干
渉が存在する場合など）にも同一に適用することができる。
【００７７】
　前述した内容に基づいて、本発明では、複数のセルが自身のシステム負荷状態に応じて
無線リソースの用途を動的に変更する場合に制御チャネル（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）の送／受信を効率的に行う方法を提案する。
【００７８】
　ここで、制御チャネルは、既存のＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、及び既存のＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）領域上で送信されるＥＰＤＣＣＨ（Ｅｎｈ
ａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）を含む。また、ＰＤＳＣＨ領域は、複数のＯＦＤＭシンボルで
構成されるサブフレームにおいて（既存）ＰＤＣＣＨ送信の用途に用いられる先頭におけ
る一部のＯＦＤＭシンボルを除いた残りのＯＦＤＭシンボルで構成される領域と定義され
る。他の例として、ＰＤＣＣＨ送信の用途に用いられるＯＦＤＭシンボルが存在せず、当
該サブフレームにおける全ＯＦＤＭシンボルがＰＤＳＣＨ領域として指定及び使用されて
もよい。
【００７９】
　以下では、説明の便宜のために、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムに基づいて本発明を説明す
る。しかし、本発明が適用されるシステムの範囲は、３ＧＰＰ ＬＴＥシステム以外のシ
ステムにも拡張することができる。本発明の実施例は、搬送波集成技法（Ｃａｒｒｉｅｒ
　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ）が適用された環境下で、特定セル（Ｃｅｌｌ）或いは
特定コンポーネントキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ：ＣＣ）上のリソー
スをシステムの負荷状態によって動的に変更する場合にも拡張して適用することができる
。また、本発明の実施例は、ＴＤＤシステム或いはＦＤＤシステムにおいて無線リソース
の用途を動的に変更する場合にも拡張して適用することができる。以下では、本発明に関
する説明の便宜のために、ＴＤＤシステム環境下でそれぞれのセルが自身のシステム負荷
状態に応じて既存の無線リソースの用途を動的に変更する状況を仮定する。
【００８０】
　図９は、ＴＤＤシステム環境下で特定セルが下りリンク負荷量が増加することから、既
存の上りリンクサブフレームの一部を下りリンク通信の目的に変更して用いる場合を示す
。図９では、ＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）シグナルに
よって設定された既存の上りリンク－下りリンク設定を上りリンク－下りリンク＃０（す
なわち、ＤＳＵＵＵＤＳＵＵＵ）と仮定し、基地局は端末に、事前に定義されたシグナル
（例えば、ｉ）ＲＲＣシグナル、或いはii）ＳＩＢシグナル、或いはiii ）物理的制御／
データチャネル）によって用途変更された上りリンクサブフレームに関する情報（すなわ
ち、ＳＦ ＃（ｎ＋３）、ＳＦ ＃（ｎ＋８））を知らせることがわかる。
【００８１】
　本発明に関する実施例として、端末が、用途変更された上りリンクサブフレームで、制
御チャネル上の共通検索領域（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ：ＣＳＳ）に対
するブラインドデコーディング（Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇ：ＢＤ）を行わないよう
に設定することができる。
【００８２】
　このような方法は、ＣＳＳのブラインドデコーディング動作に用いられる事前に定義さ
れた特定参照信号（例、ＣＲＳ）が、用途変更された上りリンクサブフレーム上で送信さ
れない場合に有効でありうる。例えば、用途変更された上りリンクサブフレーム上ではＣ
ＲＳが送信されないように設定することができ、これは、当該リソースを既存の上りリン
ク用途に用いる隣接セルの通信への、ＣＲＳ送信による干渉を減らすためである。
【００８３】
　具体的には、用途変更された上りリンクサブフレームがＥＰＤＣＣＨモニタリングサブ
フレームとして設定される場合、端末は、既存のＰＤＣＣＨ領域上でＣＳＳに対するブラ
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インドデコーディングをＣＲＳベースで行い、ＥＰＤＣＣＨ領域上で端末－特定検索領域
（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ：ＵＳＳ）に対するブラインドデ
コーディング動作をＤＭ－ＲＳベースで行うようになる。しかし、仮に、用途変更された
上りリンクサブフレーム上で（セル間干渉を減少させるために）ＣＲＳ送信が行われない
と、端末は、既存のＰＤＣＣＨ上のＣＳＳに対するＢＤ動作を行うことができなくなる。
【００８４】
　このため、基地局は端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層
シグナル）を用いて、用途変更された上りリンクサブフレームで既存のＰＤＣＣＨ上のＣ
ＲＳベースのＣＳＳブラインドデコーディングを行わないように指示したり、或いは事前
に定義された規則に従って、用途変更された上りリンクサブフレーム上でＣＲＳ送信が行
われない場合には、当該用途変更された上りリンクサブフレームで、端末が暗黙的に既存
のＰＤＣＣＨ上でＣＲＳベースのＣＳＳブラインドデコーディングを行わないように設定
することもできる。又は、用途変更された上りリンクサブフレームで既存のＰＤＣＣＨ上
のＣＳＳブラインドデコーディング動作を行うか否かは、基地局がＣＳＳブラインドデコ
ーディングを行わないように指示する追加のシグナル送信無しで、当該用途変更された上
りリンクサブフレームでＣＳＳのブラインドデコーディング動作に用いられる特定参照信
号（例えば、ＣＲＳ）が送信されるか否かによって端末が暗黙的に把握するように設定す
ることもできる。
【００８５】
　さらに、本発明は、用途変更された上りリンクサブフレームで端末がＥＰＤＣＣＨ領域
上のＵＳＳに対するブラインドデコーディング動作のみを制限的に行うようにする形態で
適用されてもよい。また、ＣＳＳがＣＲＳベースのＰＤＣＣＨ領域或いはＣＲＳベースの
ＥＰＤＣＣＨ領域上で具現される場合にのみ限定的に適用（すなわち、ＣＳＳがＤＭ－Ｒ
ＳベースのＥＰＤＣＣＨ領域上で具現される場合には例外として適用しない）されるよう
に設定することもできる。
【００８６】
　本発明の更に他の実施例として、用途変更された上りリンクサブフレームで、ＣＳＳに
対するブラインドデコーディングに用いられる特定参照信号が送信されず、制御チャネル
上のＣＳＳに対するブラインドデコーディング動作が行われないように設定した場合、当
該用途変更された上りリンクサブフレームでは（例外として）端末の既存ＣＳＳに対する
一部或いは全てのブラインドデコーディング実行回数が、ＵＳＳに対するブラインドデコ
ーディング回数として再割当てされるように設定することができる。
【００８７】
　既存のＣＳＳブラインドデコーディング回数の一部又は全てをＵＳＳブラインドデコー
ディング回数として再割当てすることは、事前に定義された設定に基づいて行うる。ここ
で、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグナル）
を用いてブラインドデコーディング回数再割当てに関連した設定を知らせたり、或いは事
前に定義された設定に基づいて端末がブラインドデコーディング回数再割当てに関連した
情報を把握するように設定することができる。
【００８８】
　又は、ブラインドデコーディング回数の再割当てに関連した設定は、ｉ）端末がモニタ
リングすべきＤＣＩフォーマットの種類、又は／及びii）送信モードの種類、又は／及び
iii ）ＵＳＳが具現されたＥＰＤＣＣＨセット上で制御情報送信用途に利用可能なリソー
ス要素（ＲＥ）の総数が、事前に定義された臨界値（例えば、１０４）よりも大きいか否
か、又は／及びiv）サイクリックプレフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ、ＣＰ）
の種類、又は／及びｖ）サブフレームタイプ種類（例えば、標準（Ｎｏｒｍａｌ）／拡張
（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ）／スペシャル（Ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレーム）、又は／及びvi）
スペシャルサブフレーム設定種類、又は／及びvii ）システム帯域幅が事前に定義された
臨界値（例えば、２５ＲＢ）よりも大きいか否か、又は／及びviii）ＵＳＳが具現された
ＥＰＤＣＣＨセットのタイプ種類（例えば、局部（Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）／分散（Ｄｉｓ
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ｔｒｉｂｕｔｅｄ）ＥＰＤＣＣＨセット）などの一部或いは全ての条件を満たす場合にの
み限定的に適用されるように設定することもできる。
【００８９】
　したがって、本発明に係るブラインドデコーディング回数の再割当てに関する実施例と
して、ブラインドデコーディング回数再割当ては、同一の集成レベル（Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｉｏｎ　Ｌｅｖｅｌ：ＡＬ）間にのみ限定的に行われるように設定することができる。
【００９０】
　標準サブフレーム（標準ＣＰの場合）或いはスペシャルサブフレーム設定＃３／４／８
（標準ＣＰである場合）環境下で、ＵＳＳが具現されたＥＰＤＣＣＨセット上で制御情報
送信用途に利用可能なＲＥの総数が事前に定義された臨界値（例えば、１０４）よりも小
さい場合、或いはシステム帯域幅が事前に定義された臨界値（例えば、２５ＲＢ）より大
きいか等しく、且つ端末のモニタリングするＤＣＩフォーマットがＤＣＩフォーマット２
シリーズである場合、ＥＰＤＣＣＨセット上で端末のＵＳＳブラインドデコーディング動
作が行われる最小集成レベルは２に増加する。このような場合には、更に他の実施例とし
て、特定集成レベルのＣＳＳブラインドデコーディング回数を、事前に定義された規則に
従ってＵＳＳの特定集成レベルのためのブラインドデコーディング回数として再割当てす
ることができる。
【００９１】
　具体的な例として、４個のＰＲＢ対（Ｐａｉｒ）と定義された分散ＥＰＤＣＣＨセット
上で端末が集成レベル｛２，４，８，１６，３２｝のＵＳＳブラインドデコーディング（
すなわち、ＡＬ｛２，４，８，１６，３２｝に対するブラインドデコーディング設定｛８
，４，２，１，０｝）を行わなければならない場合、既存のＣＳＳ上の集成レベル｛４，
８｝のＣＳＳブラインドデコーディング回数（すなわち、ＡＬ｛４，８｝に対するブライ
ンドデコーディング設定｛４，２｝）がそれぞれ、ＵＳＳ上の集成レベル｛８，１６｝の
ブラインドデコーディング回数として再割当されるように設定することができる。すなわ
ち、ＥＰＤＣＣＨセット上でＵＳＳブラインドデコーディング動作が行われる最小集成レ
ベル（ＡＬ）が２に設定された場合に、ＥＰＤＣＣＨセット上の”ＡＬ Ｎ＊２”とＣＳ
Ｓ上の”ＡＬ Ｎ”間にブラインドデコーディング回数再割当がなされたことがわかる。
更に他の例として、ＥＰＤＣＣＨセット上でＵＳＳブラインドデコーディング動作が行わ
れる最小集成レベル（ＡＬ）値が２に設定された場合、ＥＰＤＣＣＨセット上の”ＡＬ 
Ｎ／２”とＣＳＳ上の”ＡＬ Ｎ”間にブラインドデコーディング回数再割当てが行われ
るように設定することもできる。
【００９２】
　上述した本発明の実施例において、ＵＳＳが具現されたＥＰＤＣＣＨセット上で端末の
ＵＳＳブラインドデコーディング動作が行われる最小集成レベル値が２である条件だけで
なく、ｉ）端末がモニタリングすべきＤＣＩフォーマットの種類、又は／及びii）送信モ
ードの種類、又は／及びiii ）サイクリックプレフィックス（ＣＰ）の種類、又は／及び
iv）サブフレームタイプ種類（例えば、標準／拡張／スペシャルサブフレーム）、又は／
及びｖ）スペシャルサブフレーム設定種類、又は／及びvi）システム帯域幅が事前に定義
された臨界値（例えば、２５ＲＢ）よりも大きいか否か、又は／及びvii ）ＵＳＳが具現
されたＥＰＤＣＣＨセットのタイプ種類（例えば、局部／分散ＥＰＤＣＣＨセット）など
の条件のうち、事前に定義された一部の条件がさらに考慮されて、特定集成レベルのＣＳ
Ｓブラインドデコーディング回数がＵＳＳの特定集成レベルのためのブラインドデコーデ
ィング回数として再割当てされるように設定することもできる。
【００９３】
　また、本発明ではさらに、ＣＳＳブラインドデコーディング回数の再割当てによってＵ
ＳＳの特定集成レベルに対するブラインドデコーディング割当て回数が当該集成レベルに
対する最大ブラインドデコーディング割当て回数を超えることになる場合、最大ブライン
ドデコーディング割当て回数を超える残り（超過分）のブラインドデコーディング割当て
回数は省略されるように設定することができる。



(19) JP 2016-509395 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

【００９４】
　或いは、ＣＳＳブラインドデコーディング回数の再割当てによってＵＳＳの特定集成レ
ベルに対するブラインドデコーディング割当て回数が当該集成レベルに対する最大ブライ
ンドデコーディング割当て回数を超えることになる場合、例外的に残り（超過分）ブライ
ンドデコーディング割当て回数を、ＵＳＳの事前に定義された特定集成レベルから順次に
、最大限に満たして行くようにする形態に設定することができる。例えば、最も低い集成
レベルから昇順に最大限に満たして行くか、逆に、最も高い集成レベルから順次に降順に
最大限に満たして行くことができる。特に、特定集成レベルから順次に割り当てた後にも
残ったブラインドデコーディング割当て回数は省略されるように設定することができる。
例えば、ＥＰＤＣＣＨセット領域上に具現されたＵＳＳの特定集成レベルに対する最大ブ
ラインドデコーディング割当て回数は、当該ＥＰＤＣＣＨセットから導出可能な特定集成
レベルの最大ＥＰＤＣＣＨ候補（Ｃａｎｄｉｄａｔｅ）個数に限定することができる。例
えば、仮に、２個のＰＲＢ対（Ｐａｉｒ）と定義された特定ＥＰＤＣＣＨセットが総数８
個のＥＣＣＥで構成されるとすれば、当該ＥＰＤＣＣＨセットで集成レベル２に対する最
大ブラインドデコーディング割当て回数は、合計４（すなわち、４×２ ＥＣＣＥ＝８ Ｅ
ＣＣＥ）となる。このため、集成レベル２に対するブラインドデコーディング割当て回数
は、４個まで割り当てられるように満たした後に、他の集成レベルに割り当てられるよう
にすることができる。
【００９５】
　また、本発明のブラインドデコーディング回数の再割当てに関する第２実施例として、
再割当てされるＣＳＳブラインドデコーディング回数を優先的に集成レベルを問わずに統
合した後、事前に定義された設定によって、ＵＳＳの特定集成レベルのブラインドデコー
ディング回数として再分配されるように設定することもできる。ここで、統合されたＣＳ
Ｓブラインドデコーディング回数を、ＵＳＳの事前に定義された特定集成レベルから順次
に最大限に満たして行くように設定することができる。例えば、統合されたＣＳＳブライ
ンドデコーディング回数を、最も低い集成レベルから昇順に最大限に満たして行くか、逆
に、最も高い集成レベルから順次に降順に最大限に満たして行くことができる。また、本
発明を適用した後に（割り当てられていない）残りのブラインドデコーディング割当て回
数は省略されるように設定することができる。
【００９６】
　また、ＵＳＳが具現されたＥＰＤＣＣＨセットのタイプ種類（例えば、局部／分散ＥＰ
ＤＣＣＨセット）によって、統合されたＣＳＳブラインドデコーディング回数をＵＳＳの
事前に定義された相対的に高い集成レベルから順次に（例えば、昇順或いは降順に）最大
限に満たして行くか、或いは事前に定義された相対的に低いＡＬから順次に（例えば、昇
順或いは降順に）最大限に満たして行くかが決定されるように設定することもできる。こ
こで、ＵＳＳが分散ＥＰＤＣＣＨセット上に具現された場合には、統合されたＣＳＳブラ
インドデコーディング回数を、ＵＳＳの事前に定義された相対的に高い集成レベルから順
次に（例えば、昇順或いは降順に）最大限に満たして行き、ＵＳＳが局部ＥＰＤＣＣＨセ
ット上に具現された場合には、統合されたＣＳＳブラインドデコーディング回数を、ＵＳ
Ｓの事前に定義された相対的に低い集成レベルから順次に（例えば、昇順或いは降順に）
最大限に満たして行くように設定することができる。
【００９７】
　さらに、ＵＳＳが具現されたＥＰＤＣＣＨセットタイプ種類の条件だけでなく、ｉ）端
末がモニタリングすべきＤＣＩフォーマットの種類、又は／及びii）送信モードの種類、
又は／及びiii ）ＵＳＳが具現されたＥＰＤＣＣＨセット上で制御情報送信用途に利用可
能なＲＥの総数が事前に定義された臨界値（例えば、１０４）よりも大きいか否か、又は
／及びiv）サイクリックプレフィックス（ＣＰ）の種類、又は／及びｖ）サブフレームタ
イプ種類（例えば、標準／拡張／スペシャルサブフレーム）、又は／及びvi）スペシャル
サブフレーム設定種類、又は／及びvii ）システム帯域幅が事前に定義された臨界値（例
えば、２５ＲＢ）よりも大きいか否かなどの条件のうち、事前に定義された一部の条件が
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さらに考慮されてもよい。したがって、このような追加の条件に基づいて、統合されたＣ
ＳＳブラインドデコーディング回数を、事前に定義された相対的に高い集成レベルから或
いは事前に定義された相対的に低い集成レベルから順次に（例えば、昇順或いは降順に）
最大限に満たして行くかが決定されるように設定することもできる。
【００９８】
　また、本発明のブラインドデコーディング回数の再割当てに関する第２実施例に関する
全ての例は、上述したブラインドデコーディング回数の再割当てに関する第１実施例にお
いて超過分の残りブラインドデコーディング割当て回数を、ＵＳＳの事前に定義された特
定の集成レベルから順次に最大限に満たして行く時にも拡張して適用可能である。例えば
、最も低い集成レベルから昇順に、最大限に満たして行くか、最も高い集成レベルから降
順に、最大限に満たして行くときにも拡張して適用可能である。
【００９９】
　また、本発明において、用途変更された上りリンクサブフレームで、ＣＳＳのブライン
ドデコーディング動作に用いられる特定参照信号が送信されず、制御チャネル上のＣＳＳ
に対するブラインドデコーディング動作が行われないように設定された場合には、当該用
途変更された上りリンクサブフレームでは例外として端末の既存ＣＳＳに対する一部或い
は全てのブラインドデコーディング実行回数が省略されるように設定することもできる。
【０１００】
　例えば、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグ
ナル）を用いてＣＳＳブラインドデコーディング回数省略動作と関連した設定に関する情
報を知らせたり、或いは事前に定義された規則に基づいて端末が暗黙的にＣＳＳブライン
ドデコーディング回数省略動作と関連した設定或いはこれに関する情報を把握するように
設定することができる。他の例として、用途変更された上りリンクサブフレームでＣＳＳ
ブラインドデコーディング回数を省略するか否かは、基地局がＣＳＳブラインドデコーデ
ィング回数省略のための追加のシグナル送信無しで、当該用途変更された上りリンクサブ
フレームでＣＳＳのブラインドデコーディング動作に用いられる特定参照信号（例えば、
ＣＲＳ）の送信が行われるか否かによって端末が暗黙的に把握するように設定することも
できる。
【０１０１】
　また、本発明で、用途変更された上りリンクサブフレームは常に、ＥＰＤＣＣＨ上のＵ
ＳＳモニタリング動作が行われるサブフレームとして見なされるように設定することもで
きる。このような設定は、特に、用途変更された上りリンクサブフレームで既存ＰＤＣＣ
Ｈ上のＵＳＳ／ＣＳＳブラインドデコーディング動作に用いられるＣＲＳが送信されない
場合に効果的である。さらに、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理
層或いは上位層シグナル）を用いて、上記の設定の適用有無或いは当該設定が適用される
サブフレームの位置（時点）に関する情報を知らせたり、或いは事前に定義された規則に
基づいて端末が暗黙的に上述の設定を把握するように設定することができる。又は、上記
の設定の適用有無或いは当該設定が適用されるサブフレームの位置（時点）に関する情報
は、基地局が（用途変更された上りリンクサブフレームは常に、ＥＰＤＣＣＨ上のＵＳＳ
モニタリング動作が行われるサブフレームとして見なされるようにするための）追加のシ
グナル送信無しで、端末に当該用途変更された上りリンクサブフレームでＵＳＳ／ＣＳＳ
のブラインドデコーディング動作に用いられる特定参照信号（例えば、ＣＲＳ）の送信が
行われるか否かによって暗黙的に把握するように設定することもできる。
【０１０２】
　また、特定セルの用途変更された上りリンクサブフレーム上で受信される干渉属性（或
いは、干渉強度）は、隣接セルの独立した無線リソース用途変更動作によって、用途変更
された上りリンクサブフレーム別に一定でないことがある。そこで、本発明の実施例は、
用途変更された上りリンクサブフレーム上で送信されるＥＰＤＣＣＨセットのタイプ（例
えば、局部／分散ＥＰＤＣＣＨセット）を特定種類に限定されるように設定することがで
きる。
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【０１０３】
　仮に、干渉属性（或いは、干渉強度）の変化が大きい環境の下では、ランダムビームフ
ォーミングの方法で送信される分散ＥＰＤＣＣＨタイプが、ビームフォーミングの方法で
送信される局部ＥＰＤＣＣＨタイプに比べてより高い信頼性を有することができる。また
、静的に下りリンク用途に用いられるサブフレームでは隣接セルの干渉が一定（或いは、
静的）であることから、ビームフォーミングなどのための局部ＥＰＤＣＣＨタイプを用い
るが、動的に変更される下りリンクサブフレームでは隣接セルの干渉が流動的であること
から、分散ＥＰＤＣＣＨタイプを用いることが効果的であろう。このため、用途変更され
た上りリンクサブフレーム上では分散ＥＰＤＣＣＨセットタイプの送信のみが行われるよ
うに設定することもできる。
【０１０４】
　さらに、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグ
ナル）を用いて、上記（変更された上りリンクサブフレーム上で送信されるＥＰＤＣＣＨ
セットのタイプ）設定の適用有無或いは当該設定が適用されるサブフレームの位置（時点
）に関する情報を知らせたり、或いは事前に定義された規則に基づいて端末が暗黙的にこ
のような情報を把握するように設定することができる。他の例として、用途変更された上
りリンクサブフレーム上では局部ＥＰＤＣＣＨセットタイプの送信のみが行われるように
設定することもできる。
【０１０５】
　また、本発明では、用途変更された上りリンクサブフレームではＤＣＩ １Ａベースの
特定データ送信技法（或いは、特定送信モード）を用いないように設定することができる
。このような設定は、特に、用途変更された上りリンクサブフレームでＣＲＳが送信され
ない場合に効果的である。すなわち、ＤＣＩ １Ａベースのデータ送信技法のうち、ＣＲ
Ｓベースのデコーディング動作が要求される送信ダイバーシティ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄ
ｉｖｅｒｓｉｔｙ）方法又は／及び単一アンテナポート（Ｓｉｎｇｌｅ－ａｎｔｅｎｎａ
　Ｐｏｒｔ）方法は、用途変更された上りリンクサブフレームで支援されないように設定
することができる。
【０１０６】
　また、本発明では、用途変更された上りリンクサブフレームでＤＣＩ １Ａベースの全
てのデータ送信技法或いはＣＲＳベースのデコーディング動作が要求される全てのデータ
送信技法（或いは、送信モード）が支援されないように設定することもできる。このよう
な方式は、特に、用途変更された上りリンクサブフレームでＣＲＳが送信されない場合に
有効であろう。すなわち、ＤＣＩ １Ａベースのデータ送信技法のうち、ＣＲＳベースの
デコーディング動作が要求される送信ダイバーシティ方法（又は／及び、単一アンテナポ
ート方法）は、用途変更された上りリンクサブフレームで支援されないように設定するこ
とができる。ここで、例えば、仮に、用途変更された上りリンクサブフレームでＤＣＩ 
１Ａベースのデータ送信技法（或いは、送信モード）が支援されないように設定されると
、これに関連した情報を、基地局が端末に事前に定義されたシグナルを用いて知らせるこ
とによって、ＵＳＳ／ＣＳＳからのＤＣＩ １Ａ検出に対する誤り（すなわち、Ｆａｌｓ
ｅ　Ａｌａｒｍ）確率を減らすことができる。
【０１０７】
　さらに、用途変更された上りリンクサブフレームでは、ＣＲＳではなく他の参照信号（
例えば、ＤＲＳ或いはＤＭ－ＲＳ）ベースのデコーディング動作が要求されるデータ送信
技法（或いは、送信モード）のみが支援されるように設定することができる。例えば、た
とえ、既存の下りリンクサブフレーム上のデータ送信のために送信モード４（すなわち、
ＣＲＳベースのデコーディング動作を要求する送信モード（すなわち、送信ダイバーシテ
ィ技法））が設定されたとしても、端末は、本発明によって用途変更された上りリンクサ
ブフレーム上では送信モード９（すなわち、ＣＲＳではなくＤＭ－ＲＳベースのデコーデ
ィング動作を要求する送信モード）が適用されると見なすことができる。このように、端
末がＳＩＢ上の下りリンクサブフレームと用途変更された上りリンクサブフレーム上でそ
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れぞれ見なされる送信モード（或いは、データ送信技法）が同一でなくてもよい。
【０１０８】
　さらに、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグ
ナル）を用いて、上記（特定データ送信技法（或いは、特定送信モード）の利用の有無に
関する）設定の適用の有無或いは当該設定が適用されるサブフレームの位置（時点）に関
する情報を知らせたり、或いは事前に定義された設定に基づいて端末が暗黙的にこのよう
な情報を把握するように設定することができる。又は、上記（特定データ送信技法（或い
は、特定送信モード）の利用の有無に関する）設定の適用の有無或いは当該提案設定が適
用されるサブフレームの位置（時点）に関する情報は、基地局がこのような目的の追加の
シグナル送信無しで、当該用途変更された上りリンクサブフレームでＣＲＳの送信が行わ
れるか否かによって端末が暗黙的に把握するように設定することもできる。
【０１０９】
　また、本発明では、用途変更された上りリンクサブフレームでは、ＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－
Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）技法の特定データ送信技法（或いは、特
定ＳＰＳ送信モード）が行われないように設定することができる。このような設定は、特
に、ｉ）無線リソース用途変更周期が相対的に短く設定されることから、安定したＳＰＳ
動作（例えば、ＳＰＳ ＨＡＲＱタイムライン）が支援されない場合、或いはii）用途変
更された上りリンクサブフレーム上で受信される干渉属性（或いは、干渉強度）が一定で
ないことから、安定したＳＰＳデータ送信が保障されない場合、或いはiii ）用途変更さ
れた上りリンクサブフレームでＣＲＳが送信されないように設定されることから、ＳＰＳ
データ送信技法（或いは、特定ＳＰＳ送信モード）のうち、ＣＲＳベースのデコーディン
グ動作を要求する方法が支援されない場合に効果的である。例えば、仮に、用途変更され
た上りリンクサブフレームでＳＰＳ方法の特定データ送信技法（或いは、特定ＳＰＳ送信
モード）が支援されないように設定されると、基地局は端末に、事前に定義されたシグナ
ルを用いてこれと関連した情報を知らせることによって、ＵＳＳ／ＣＳＳからのＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩ検出に対する誤り（すなわち、Ｆａｌｓｅ　Ａｌａｒｍ）確率を減らすこと
ができる。さらに、用途変更された上りリンクサブフレームでは、ＣＲＳではなく他の参
照信号（例えば、ＤＲＳ或いはＤＭ－ＲＳ）ベースのデコーディング動作が要求されるＳ
ＰＳ方法の特定データ送信技法（或いは、特定ＳＰＳ送信モード）のみが支援されるよう
に設定することもできる。
【０１１０】
　さらに、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグ
ナル）を用いて、上記（用途変更された上りリンクサブフレームでＳＰＳ技法の特定デー
タ送信技法（或いは、特定ＳＰＳ送信モード）が行われるか否か）の設定の適用の有無或
いは当該設定が適用されるサブフレームの位置（時点）に関する情報を知らせたり、或い
は事前に定義された設定に基づいて端末が暗黙的にこのような情報を把握するように設定
することができる。又は、上記（用途変更された上りリンクサブフレームでＳＰＳ技法の
特定データ送信技法（或いは、特定ＳＰＳ送信モード）が行われるか否かに関する）設定
の適用の有無或いは当該設定が適用されるサブフレームの位置（時点）に関する情報は、
基地局が追加のシグナル送信無しで、当該用途変更された上りリンクサブフレームで特定
参照信号（例えば、ＣＲＳ）が送信されるか否かによって端末が暗黙的に把握するように
設定することもできる。
【０１１１】
　さらに、仮に用途変更された上りリンクサブフレームでＣＲＳが送信されないと、本発
明は、当該用途変更された上りリンクサブフレームで、ＣＲＳベースのデコーディング動
作を要求するＰＢＣＨ及び／又はＳＩＢ及び／又はランダムアクセス応答（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、ＲＡＲ）メッセージなどが送信されないように適用
されてもよい。
【０１１２】
　また、本発明では、既存の下りリンクサブフレームと用途変更された上りリンクサブフ
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レーム上で送信される制御チャネル（例えば、ＥＰＤＣＣＨセット）に対する、ｉ）ＣＲ
Ｓ／ＣＳＩ－ＲＳレートマッチング（Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ）情報、又は／及びii
）リソース要素マッピング（ＲＥ　Ｍａｐｐｉｎｇ）情報、又は／及びiii ）ＤＭ－ＲＳ
レートマッチング情報、又は／及びiv）開始シンボル位置などがそれぞれ独立して定義さ
れるように設定することができる。
【０１１３】
　ここで、既存の下りリンクサブフレームは、ＳＩＢ情報上に下りリンクサブフレームと
指定されたサブフレームを限定的に意味したり、或いはＳＩＢ情報上に下りリンクサブフ
レームと指定されたサブフレームのうち、現在、用途変更無しで下りリンク通信目的に用
いられるサブフレームを限定的に意味することができる。このような設定は、既存の下り
リンクサブフレームと用途変更された上りリンクサブフレーム上でそれぞれ送信される参
照信号の種類が互いに異なる場合に効果的である。例えば、仮に用途変更された上りリン
クサブフレームでＣＲＳが送信されないように設定されると、当該（用途変更された上り
リンク）サブフレームで送信されるＥＰＤＣＣＨセットに対するサービングセルのＣＲＳ
送信が考慮されたレートマッチング情報、或いは隣接セルのＣＲＳ干渉回避動作が考慮さ
れたレートマッチング情報は有効でない場合もあるためである。
【０１１４】
　また、仮に、用途変更された上りリンクサブフレームでＣＲＳが送信されないように設
定されると、当該（用途変更された上りリンク）サブフレームでは、ＣＲＳベースのデコ
ーディング動作が要求されるＰＤＣＣＨが送信されず、ＰＤＣＣＨの送信が考慮されたＥ
ＰＤＣＣＨセット開始シンボル位置情報が有効でない場合がある。このような場合には、
ＥＰＤＣＣＨセット開始シンボル位置をサブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルと定義す
ることができる。
【０１１５】
　例えば、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグ
ナルを用いて、用途変更された上りリンクサブフレーム上で既存の下りリンクサブフレー
ムとは独立して定義される、ｉ）ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳレートマッチング情報、又は／及
びii）リソース要素マッピング情報、又は／及びiii ）ＤＭ－ＲＳレートマッチング情報
、又は／及びiv）開始シンボル位置などに関する情報を知らせたり、或いはｖ）事前に定
義された設定に基づいて端末が暗黙的にこのような情報を把握するように設定することが
できる。又は、このような情報は、基地局が追加のシグナル送信無しで、当該用途変更さ
れた上りリンクサブフレームで特定参照信号（例えば、ＣＲＳ）の送信が行われるか否か
によって端末が暗黙的に把握するように設定することもできる。
【０１１６】
　さらに、仮に、用途変更された上りリンクサブフレームで特定参照信号（例えば、ＣＲ
Ｓ）が送信されないと、ＥＰＤＣＣＨ送信に利用可能なリソース要素（ＲＥ）の個数が特
定参照信号（例えば、ＣＲＳ）が送信される既存下りリンクサブフレームに比べてより多
くなることがある。そこで、本発明では、（検索領域上の最小集成レベル決定の用途に用
いられる）一つのＰＲＢ対（Ｐａｉｒ）上にＥＰＤＣＣＨ送信に利用可能なリソース要素
（ＲＥ）の個数に対する臨界値を、用途変更された上りリンクサブフレームのために独立
して指定することもできる。
【０１１７】
　また、仮に、用途変更された上りリンクサブフレームで特定参照信号（例えば、ＣＲＳ
）が送信されないと、当該サブフレーム上で、セル間の干渉属性が、特定参照信号（例え
ば、ＣＲＳ）が送信される既存の下りリンクサブフレームの場合とは異なるように現れて
もよい。そこで、本発明では、用途変更された上りリンクサブフレームのためのデータ／
制御チャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ）関連干渉回避方法は、当該用途変更
された上りリンクサブフレームにおける互いに異なる干渉属性を考慮して、既存の下りリ
ンクサブフレームの場合とは異なるように定義したり、既存の下りリンクサブフレームの
場合と独立して定義することができる。
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【０１１８】
　また、本発明では、既存の下りリンクサブフレームと用途変更された上りリンクサブフ
レーム上で送信される制御チャネル（例えば、ＥＰＤＣＣＨセット）の大きさ／位置／個
数のうち少なくとも一つが、既存の下りリンクサブフレームと用途変更された上りリンク
サブフレームにそれぞれ独立して定義されるように設定することができる。このような設
定は、特に、既存の下りリンクサブフレームと用途変更された上りリンクサブフレーム上
で、データ／制御情報送信に用いられる帯域幅（或いは、リソースブロック（ＲＢ）の個
数）がそれぞれ異なるように定義された場合に効果的である。これは、用途変更された上
りリンクサブフレームで既存（Ｌｅｇａｃｙ）端末の円滑な通信或いは正確なチャネル情
報ベースの信頼できる通信を引き続き保障するために、サービングセルの上りリンク制御
情報（例えば、ＵＬ ＡＣＫ／ＮＣＫ、ＣＱＩ／ＲＩ／ＰＭＩなど）の送信動作が維持さ
れることから、当該用途変更された上りリンクサブフレーム上で実際にデータ送信用途に
用いられる帯域幅が、既存の下りリンクサブフレームの場合と異なるように定義（例えば
、相対的に小さい帯域幅と定義）されることがあるためである。
【０１１９】
　このため、用途変更された上りリンクサブフレーム上で実際にデータ／制御情報送信に
用いられる相対的に小さい帯域幅を考慮して、ＥＰＤＣＣＨセットを構成するｉ）ＰＲＢ
対（ｐａｉｒ）の個数、又は／及びii）ＥＰＤＣＣＨセットが設定されたＰＲＢ対の位置
、又は／及びiii ）ＥＰＤＣＣＨセットの個数などの情報を、既存の下りリンクサブフレ
ームの場合に比べて異なるように設定したり或いは独立して設定することができる。例え
ば、用途変更された上りリンクサブフレーム上では、既存の上りリンクサブフレームに比
べて、ｉ）より少ない個数のＥＰＤＣＣＨセットを構成するＰＲＢ対、又は／及びii）よ
り少ないＥＰＤＣＣＨセットの個数、又は／及びiii ）より小さい帯域幅を考慮したＥＰ
ＤＣＣＨセットが設定されたＰＲＢ対の位置を設定することができる。
【０１２０】
　また、本発明では、隣接セルが下りリンク用途に用いるサブフレームと上りリンク用途
に用いるサブフレームで、周波数リソース領域に対するセル間干渉緩和（ＩＣＩＣ）実行
領域が互いに異なるように設定されてもよく、これを考慮して、ＥＰＤＣＣＨセットの位
置をそれぞれ異なるように設定することもできる。例えば、セルは端末に、事前に定義さ
れたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグナル）を用いて、用途変更された上りリ
ンクサブフレーム上で既存の下りリンクサブフレームとは独立して定義される制御チャネ
ル（例えば、ＥＰＤＣＣＨセット）の大きさ／位置／個数のうち少なくとも一つに関する
情報を知らせたり、或いは事前に定義された規則に基づいて端末が暗黙的にこのような情
報を把握するように設定することができる。
【０１２１】
　また、本発明では、サブフレームタイプ（Ｓｕｂｆｒａｍｅ　Ｔｙｐｅ）によって、Ｅ
ＰＤＣＣＨセットに関する設定情報（例えば、ＥＰＤＣＣＨセットを構成するＰＲＢ対の
個数、又は／及びＥＰＤＣＣＨセットが設定されたＰＲＢ対の位置、又は／及びＥＰＤＣ
ＣＨセットの個数）を異なるように定義することができる。
【０１２２】
　ここで、サブフレームタイプとしては、静的サブフレーム（Ｓｔａｔｉｃ　Ｓｕｂｆｒ
ａｍｅ）と流動サブフレーム（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）を定義することが
できる。具体的には、流動サブフレームは、既存ＳＩＢ上の上りリンク－下りリンク設定
（ＵＬ－ＤＬ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）と異なる用途に（再）利用されるサブフレ
ーム、或いは以前再設定周期（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ）区間で
設定された用途と異なる目的に（再）利用されるサブフレーム、或いは参照ＨＡＲＱタイ
ムライン（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ＨＡＲＱ　Ｔｉｍｅｌｉｎｅ）上の用途と異なる目的に
（再）利用されるサブフレームなどと定義することができる。一方、静的サブフレームは
、既存ＳＩＢ上の上りリンク－下りリンク設定（ＵＬ－ＤＬ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ）と同一の用途に（再）利用されるサブフレーム、或いは以前再設定周期（Ｒｅｃｏｎ
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ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ）区間で設定された用途と同一の目的に（再）利用
されるサブフレーム、或いは参照ＨＡＲＱタイムライン（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ＨＡＲＱ
　Ｔｉｍｅｌｉｎｅ）上の用途と同一の目的に（再）利用されるサブフレームなどと定義
することができる。
【０１２３】
　特に、参照（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）下りリンク／上りリンクＨＡＲＱタイムライン（す
なわち、上りリンク－下りリンク設定の（再）変更にかかわらず、安定したＨＡＲＱタイ
ムラインを維持するための目的に設定されたＨＡＲＱタイムライン）は、ｉ）再設定可能
な上りリンク－下りリンク設定候補の下りリンクサブフレームの和集合／上りリンクサブ
フレームの積集合を含む上りリンク－下りリンク設定の下りリンク／上りリンクＨＡＲＱ
タイムラインと定義したり、ii）再設定可能な上りリンク－下りリンク設定候補の下りリ
ンクサブフレームの積集合／上りリンクサブフレームの和集合を含む上りリンク－下りリ
ンク設定の下りリンク／上りリンクＨＡＲＱタイムラインと定義することができる。
【０１２４】
　そこで、本発明では、特定サブフレームタイプに対しては、複数個のＥＰＤＣＣＨセッ
ト設定情報を、事前に定義されたシグナル（例えば、上位層シグナル（例えば、ＲＲＣ）
）を用いて知らせたり設定し、事前に定義された追加のシグナル（例えば、物理層シグナ
ル（例、（Ｅ）ＰＤＣＣＨ、ＭＡＣ）或いは上位層シグナル）を用いて、いかなるＥＰＤ
ＣＣＨセットが用いられるかを指示（Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）するように設定することが
できる。ここで、複数個のＥＰＤＣＣＨセット設定情報は、一部（或いは、全て）異なっ
た、ｉ）ＰＲＢ対の個数、又は／及びii）ＰＲＢ対の位置、又は／及びiii ）仮想的セル
識別子（ＩＤ）、又は／及びiv）アンテナポート設定などと定義することができる。さら
に、このような設定は、流動サブフレーム集合（例えば、流動下りリンクサブフレーム集
合）に対してのみ限定的に適用されるように設定することができる。
【０１２５】
　これは、隣接セルが当該サブフレームをいかなる用途に用いるかによって流動サブフレ
ーム上の干渉特性が変わりうるためである。例えば、隣接セルが当該サブフレームをいか
なる用途に用いるかによって、隣接セルによる干渉（例えば、隣接セルの下りリンク／上
りリンク通信から引き起こされた干渉）の種類が異なってくるか、隣接セルからの干渉が
発生するリソースの位置（例えば、隣接セルが当該サブフレームを上りリンク通信に用い
る場合には連続したＲＢ上で干渉が現れる）が異なってくる。
【０１２６】
　また、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）は、上記方法を適用することによ
って、流動サブフレーム上の干渉特性変化に従って適応的（Ａｄａｐｔｉｖｅｌｙ）に、
相対的に干渉回避に有利なＥＰＤＣＣＨセットを設定できるという長所がある。
【０１２７】
　さらに、このような実施例（すなわち、特定ＥＰＤＣＣＨセットが用いられるか否かの
指示）は、事前に設定された複数個のＥＰＤＣＣＨセットの有効性（Ｖａｌｉｄａｔｉｏ
ｎ）を用途再設定メッセージ（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）と連
動させることと解釈することができる。ここで、（事前に設定された複数個のＥＰＤＣＣ
Ｈセットのうちの）特定ＥＰＤＣＣＨセットの有効性は、用途再設定メッセージ上に含ま
れた事前に定義されたフィールド（或いは、ビット）で決定されるように設定するか、或
いは、事前に定義された規則によって特定上りリンク－下りリンク（再）設定情報と連動
して決定されるように設定することができる。
【０１２８】
　他の例として、静的サブフレーム集合（例えば、静的下りリンクサブフレーム集合）に
対しては、既存の方式（すなわち、３ＧＰＰ ＬＴＥ ｒｅｌｅａｓｅ １１を含めた以前
の方式）と同様に、上位層シグナル（例えば、ＲＲＣシグナリング）で設定されたＥＰＤ
ＣＣＨモニタリング設定（Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）情報に
従うように設定することができる。このような場合、ＥＰＤＣＣＨモニタリング設定は、
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１つ或いは２つのＥＰＤＣＣＨセットで構成され、与えられたブラインドデコーディング
回数を１つ或いは２つのＥＰＤＣＣＨセットで適用されるように定義することができる。
このような実施例は、端末が事前に定義されたフォールバックモード動作を行う場合（例
えば、用途再設定メッセージ（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）の受
信失敗によってＳＩＢ上の上りリンク－下りリンク設定にフォールバックして通信を行わ
なければならない場合）に、ＥＰＤＣＣＨセット設定或いはＥＰＤＣＣＨモニタリング設
定に対する曖昧さ（Ａｍｂｉｇｕｉｔｙ）を防止する上で有用である。また、このような
実施例は、静的サブフレーム上の干渉特性が流動サブフレームの場合に比べて一定である
可能性が高いことからも効果的である。
【０１２９】
　また、本発明において、事前に定義されたフォーマット或いはシグナルを用いて送信ポ
イント（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｉｎｔ、ＴＰ）（或いは、セル（Ｃｅｌｌ））
別上りリンク－下りリンク設定情報を知らせるように設定することができる。ここで、端
末の送信ポイント（或いは、セル）別ＲＲＭ／ＲＬＭ／ＣＳＩ測定動作のために、送信ポ
イント（或いは、セル）別Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ Ｐｏｗｅｒ ＣＳＩ－ＲＳ設定情報が（一部
或いは全て）異なるように設定されてもよく、このような点を考慮して、上りリンク－下
りリンク設定情報をＮｏｎ－ｚｅｒｏ Ｐｏｗｅｒ ＣＳＩ－ＲＳ設定情報別に定義するこ
ともできる。
【０１３０】
　さらに、２つのＥＰＤＣＣＨセットが互いに異なる送信ポイント（或いは、セル）上に
それぞれ設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）され、特定サブフレームの用途が送信ポイ
ント（或いは、セル）間に互いに異なるように定義される場合（例えば、特定サブフレー
ム位置で、ＴＰ ＃Ａは当該サブフレームを下りリンク用途に利用し、ＴＰ ＃Ｂは当該サ
ブフレームを上りリンク用途に用いる場合）に、当該特定サブフレーム上で端末のＥＰＤ
ＣＣＨモニタリング動作を定義する必要がある。したがって、このような状況では、特定
サブフレームの用途が下りリンクとして設定された送信ポイント（或いは、セル）とＱＣ
Ｌ（Ｑｕａｓｉ　Ｃｏ－ｌｏｃａｔｉｏｎ）されたＥＰＤＣＣＨセットのみをモニタリン
グするよう設定することができる。このような場合には、２つのＥＰＤＣＣＨセット間に
特定集成レベル（ＡＬ）に対するブラインドデコーディング（ＢＤ）回数を区分せず、一
つのＥＰＤＣＣＨセットのみが設定されたかのように見なしたうえで、（一つのＥＰＤＣ
ＣＨセットが設定された場合に該当するブラインドデコーディング回数に基づいて）ＵＳ
Ｓ又は／及びＣＳＳに対する（端末の）ブラインドデコーディング動作を行なってもよい
。
【０１３１】
　また、本発明において、特定ＥＰＤＣＣＨセット設定情報（例えば、ＥＰＤＣＣＨセッ
トを構成するＰＲＢ対の個数、又は／及びＥＰＤＣＣＨセットが設定されたＰＲＢ対の位
置、又は／及びＥＰＤＣＣＨセットの個数）を、各送信ポイント（或いは、セル）の下り
リンクサブフレーム／上りリンクサブフレーム組合せ（或いは、上りリンク－下りリンク
設定組合せ）に対して事前にリンクさせておき、再設定メッセージ（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）から、いずれの送信ポイント（或いは、セル）が下りリ
ンクであり、上りリンクであるかを把握すると、これにリンクされたＥＰＤＣＣＨセット
設定情報によってＥＰＤＣＣＨモニタリングを行うように設定することもできる。
【０１３２】
　例えば、ｉ）ＣＳＩ－ＲＳ測定（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）関連設定情報、又は／及び
ii）干渉測定リソース（ＩＭＲ）関連設定情報、又は／及びiii ）ＰＱＩ状態（例えば、
ＰＤＳＣＨリソース要素マッピングのためのＣＲＳアンテナ個数（Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　
ＣＲＳ　ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔｓ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　ｍａｐｐｉｎｇ）、
ＰＤＳＣＨリソース要素マッピングのためのＣＲＳ周波数シフト（ＣＲＳ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｓｈｉｆｔ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　ｍａｐｐｉｎｇ）、ＰＤＳＣＨリソー
ス要素マッピングのためのＭＢＳＦＮサブフレーム設定（ＭＢＳＦＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅ
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　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　ｍａｐｐｉｎｇ）、ＰＤＳ
ＣＨリソース要素マッピングのためのＺｅｒｏ（０） Ｐｏｗｅｒ ＣＳＩ－ＲＳリソース
設定（Ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＣＳＩ－ＲＳ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　ｍａｐｐｉｎｇ）、ＰＤＳＣＨリソース要素マッピ
ングのためのＰＤＳＣＨ開始位置（ＰＤＳＣＨ　ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　
ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　ｍａｐｐｉｎｇ）、ＰＤＳＣＨリソース要素マッピングのた
めのＣＳＩ－ＲＳリソース設定（ＣＳＩ－ＲＳ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｆｏｒ　ＰＤＳＣＨ　ＲＥ　ｍａｐｐｉｎｇ））解釈（Ｉ
ｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ）関連設定情報などを、各送信ポイント（或いは、セル）の
下りリンクサブフレーム／上りリンクサブフレーム組合せ（或いは、上りリンク－下りリ
ンク設定組合せ）に対して事前にリンク（Ｌｉｎｋ）させておき、再設定メッセージ（Ｒ
ｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）から、いずれの送信ポイント（或いは
、セル）が下りリンクであり、上りリンクであるかを把握すると、これにリンクした設定
情報に従うように設定することができる。さらに、このような方式は、特定サブフレーム
タイプ（例えば、流動サブフレームタイプ）でのみ限定的に適用されるように設定するこ
ともできる。
【０１３３】
　本発明のさらに他の実施例として、搬送波集成（ＣＡ）技法が適用された環境下で特定
セル（或いは、コンポーネントキャリア）上の無線リソース用途を動的に変更する場合、
用途変更された上りリンクサブフレーム上で送信される制御チャネル（例えば、ＥＰＤＣ
ＣＨ或いはＰＤＣＣＨ）からのクロス－キャリアスケジューリング（Ｃｒｏｓｓ　Ｃａｒ
ｒｉｅｒ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ：ＣＣＳ）動作が支援されないように設定することがで
きる。このような設定は、用途変更された上りリンクサブフレーム上で受信される干渉属
性（或いは、干渉強度）が一定しておらず、安定したＣＣＳ動作を保障できない場合、或
いは特定サブフレームの用途を下りリンク目的に静的（或いは、半静的）に維持できない
場合に効果的である。例えば、用途変更された上りリンクサブフレーム上で制御チャネル
からのＣＣＳが支援されない場合、特定セルの既存の下りリンクサブフレーム（或いは、
固定された用途の下りリンクサブフレーム）上で送信される制御チャネル（例えば、ＥＰ
ＤＣＣＨ或いはＰＤＣＣＨ）からのＣＣＳ動作は支援されるが、当該セルの用途変更され
た上りリンクサブフレームでのみＣＣＳ動作が支援されなくてもよい。
【０１３４】
　また、本発明によって用途変更された上りリンクサブフレーム（或いは、動的な用途変
更動作に基づいて下りリンク用途に設定されたサブフレーム）上で送信される制御チャネ
ル（例えば、ＥＰＤＣＣＨ或いはＰＤＣＣＨ）からのＣＣＳ動作が支援されないように設
定される場合、当該用途変更された上りリンクサブフレーム（或いは、動的な用途変更動
作に基づいて下りリンク用途に設定されたサブフレーム）上ではセルフ－スケジューリン
グ（Ｓｅｌｆ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）技法で自動転換がなされるように設定することも
できる。例えば、セルは端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位
層シグナル）を用いて、上記設定の適用の有無或いは当該設定が適用されるサブフレーム
の位置（時点）に関する情報を知らせたり、或いは事前に定義された規則に基づいて端末
が暗黙的にこのような情報を把握するように設定することができる。
【０１３５】
　本発明のさらに他の実施例として、ＥＰＤＣＣＨセットに対するＱＣＬ （Ｑｕａｓｉ
　Ｃｏ－ｌｏｃａｔｉｏｎ）仮定がサブフレームタイプによって異なるように定義される
ように設定することもできる。ここで、サブフレームタイプは、既存の下りリンクサブフ
レームタイプと用途変更された上りリンクサブフレームタイプとに区分したり、或いは、
ＳＩＢ上の下りリンクサブフレームタイプと、ＳＩＢ上には（既存）上りリンクサブフレ
ームであるか、用途変更されて下りリンク通信用途に用いられるサブフレームタイプとに
区分することができる。
【０１３６】
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　例えば、静的に下りリンク用途に用いられるサブフレームではチャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ）（或いは、チャネル状態）が安定していることから、ＣｏＭＰ動作が適用されてもよ
いが、動的に用途が変更されるサブフレームではＣｏＭＰのような動作を適用し難いため
、サービングセル（或いは、サービング送信ポイント）のみからＥＰＤＣＣＨが送信（或
いは、受信）されるように設定することができる。このため、それぞれのサブフレームタ
イプ別にＥＰＤＣＣＨセットに対するＱＣＬ仮定を異なるように定義したり、或いは、そ
れぞれのサブフレームタイプ別にＥＰＤＣＣＨセットに対するＱＣＬ仮定を独立して定義
することができる。
【０１３７】
　また、サブフレームタイプ別に送信される参照信号の種類が互いに異なりうることから
、それぞれのサブフレームタイプ別にＥＰＤＣＣＨセットに対するＱＣＬ仮定を異なるよ
うに定義したり、或いは、それぞれのサブフレームタイプ別にＥＰＤＣＣＨセットに対す
るＱＣＬ仮定を独立して定義することもできる。例えば、用途変更された上りリンクサブ
フレームでは特定参照信号（例えば、ＣＲＳ或いはＣＳＩ－ＲＳ）が送信されなくてもよ
いことから、それぞれのサブフレームタイプ別にＥＰＤＣＣＨセットに対するＱＣＬ仮定
を異なるように或いは独立して定義することができる。さらに、セルは端末に、事前に定
義されたシグナル（例えば、物理層或いは上位層シグナル）を用いて、サブフレームタイ
プ別に互いに異なる（或いは、独立した）ＱＣＬ仮定などに関する情報を知らせたり、或
いは、事前に定義された設定に基づいて端末が暗黙的にこのような情報を把握するように
設定することができる。
【０１３８】
　本発明のさらに他の実施例として、たとえ流動サブフレーム（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｓｕ
ｂｆｒａｍｅ）がＥＤＰＣＣＨモニタリングサブフレームとして指定されても、当該流動
サブフレームが実際に下りリンク用途に（再）設定された場合にのみ（端末が）ＥＰＤＣ
ＣＨモニタリング動作を実際に行うように規則を定義することもできる。
【０１３９】
　上述した本発明の実施例、具現方法、或いは提案方式はそれぞれ独立して実施されても
よいが、上述した本発明の少なくとも一つの実施例の組合せ或いは全実施例の組合せで実
施される場合も、本発明で目的とする技術的課題解決範囲に含まれることは明らかである
。
【０１４０】
　また、上述した本発明の実施例において、端末がサブフレーム設定（Ｓｕｂｆｒａｍｅ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を確認し、いかなる設定／規則が適用されるかを暗黙的
に決定してもよいが、明示的なシグナリング（Ｅｘｐｌｉｃｉｔ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）
によってサブフレームタイプを区分するように設定されてもよい。
【０１４１】
　さらに、上述した本発明の実施例は、無線リソース用途の動的変更モードが設定された
場合にのみ限定的に適用されるように設定したり、特定サブフレームタイプでのみ限定的
に適用されるように設定することもできる。
【０１４２】
　上述した本発明の実施例に係る設定又は／及びその設定の適用有無に関する情報を、基
地局が端末に、事前に定義されたシグナル（例えば、物理層シグナル或いは上位層シグナ
ル）を用いて知らせるように設定することもできる。
【０１４３】
　さらに、上述した本発明の実施例は、ＳＩＢ上の上りリンクサブフレームが再設定メッ
セージ（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｍｅｓｓａｇｅ）によって下りリンク用途に
再設定された場合（すなわち、動的下りリンクサブフレーム、Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）、当該サブフレーム（すなわち、動的下りリンクサブフ
レーム）上でＭＢＳＦＮが設定された場合にも拡張して適用することができる。
【０１４４】



(29) JP 2016-509395 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

　図１０は、本発明の好適な一実施例に係る下りリンク制御チャネルモニタリング方法を
示す図である。
【０１４５】
　図１０を参照すると、端末（ＵＥ）は 基地局（ＢＳ）から制御チャネル（例えば、Ｐ
ＤＣＣＨ或いはＥＰＤＣＣＨ）をモニタリングするための情報を受信し、受信した情報に
基づいて下りリンク制御情報を検出（すなわち、モニタリング／ブラインドデコーディン
グ）することができる。
【０１４６】
　すなわち、図１０のステップＳ１００１で、端末は基地局から前述の本発明の一実施例
に係るモニタリング情報を受信することができる。Ｓ１００１で、端末が下りリンク制御
情報を検出するための情報／設定／規則などは、上述した本発明の実施例で説明したとお
りに決定することができ、場合によっては、上述した本発明の実施例の少なくとも一部の
組合せで決定することもできる。
【０１４７】
　図１０と関連して説明した本発明の下りリンク制御チャネルモニタリング方法において
、前述した本発明の様々な実施例で説明した事項が独立して適用されてもよく、２つ以上
の実施例が同時に適用されてもよいが、重複する内容は、明確性のために説明を省略する
。
【０１４８】
　図１１は、本発明の実施例に適用可能な基地局及びユーザ機器を例示する図である。無
線通信システムにリレーが含まれる場合、バックホールリンクでは基地局とリレー間に通
信がなされ、アクセスリンクではリレーとユーザ機器間に通信がなされる。したがって、
図中の基地局又はユーザ機器は、状況に応じてリレーに取り替えることができる。
【０１４９】
　図１１を参照すると、無線通信システムは、基地局（ＢＳ）１１０及びユーザ機器（Ｕ
Ｅ）１２０を備える。基地局１１０は、プロセッサ１１２、メモリ１１４及び無線周波数
（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニット１１６を備える。プロセッサ１１２
は、本発明で提案した手順及び／又は方法を具現するように構成することができる。メモ
リ１１４は、プロセッサ１１２と接続され、プロセッサ１１２の動作と関連した様々な情
報を記憶する。ＲＦユニット１１６は、プロセッサ１１２と接続され、無線信号を送信及
び／又は受信する。ユーザ機器１２０は、プロセッサ１２２、メモリ１２４及びＲＦユニ
ット１２６を備える。プロセッサ１２２は、本発明で提案した手順及び／又は方法を具現
するように構成することができる。メモリ１２４は、プロセッサ１２２と接続され、プロ
セッサ１２２の動作と関連した様々な情報を記憶する。ＲＦユニット１２６は、プロセッ
サ１２２と接続され、無線信号を送信及び／又は受信する。基地局１１０及び／又はユー
ザ機器１２０は、単一アンテナ又は多重アンテナを有することができる。
【０１５０】
　以上に説明した実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定の形態で結合したものである
。各構成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなけ
ればならない。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合していない形態で実施
することができる。また、一部の構成要素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構
成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更されてもよい。ある
実施例の一部の構成や特徴は、他の実施例に含まれてもよく、他の実施例の対応する構成
又は特徴に取って代わってもよい。特許請求の範囲で明示的な引用関係にない請求項を結
合して実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項として含めたりできるこ
とは明らかである。
【０１５１】
　本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェア又はそれらの結合などによって具現することができる。ハー
ドウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上のＡＳＩＣｓ（ａｐ
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ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、
ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉ
ｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コントローラ、マイク
ロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる。
【０１５２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明し
た機能又は動作を実行するモジュール、手順、関数などの形態として具現することができ
る。ソフトウェアコードはメモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動されても
よい。メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、既に公知の様々な手段
によってプロセッサとデータを交換することができる。
【０１５３】
　本発明は、本発明の特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態として具体化されてもよ
いことは当業者には自明である。このため、上記の詳細な説明は、いずれの面においても
制限的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の
範囲は、添付した請求項の合理的な解釈によって決定されなければならず、本発明の等価
的な範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　上述したような無線通信システムにおいて下りリンク制御チャネルをモニタリングする
方法及びそのための装置は、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムに適用される例を中心に説明した
が、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムの他にも、様々な無線通信システムに適用することができ
る。

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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